
◎
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
法
律
第
九
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
二
月
二
四
日
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
）

○
鳩
山
国
務
大
臣

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま

し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

現
下
の
経
済
財
政
状
況
等
を
踏
ま
え
、
安
心
で
活
力
あ
る
経
済
社
会
の

実
現
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
個
人
住
民
税
に
お
け
る
新
た
な
住
宅
借
入
金

等
特
別
税
額
控
除
の
創
設
、
上
場
株
式
等
の
配
当
等
及
び
譲
渡
所
得
等
に

係
る
個
人
住
民
税
の
税
率
の
特
例
措
置
の
延
長
、
土
地
及
び
住
宅
に
係
る

不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
引
き
下
げ
措
置
の
延
長
、
平
成
二
十
一
年
度
評

価
が
え
に
伴
う
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
税
負
担
の

調
整
、
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
自
動
車
に
係
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率

の
引
き
下
げ
等
の
特
例
措
置
の
拡
充
、
軽
油
引
取
税
等
の
一
般
財
源
化
等

を
行
う
と
と
も
に
、
非
課
税
等
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
等
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

次
に
、
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。そ

の
一
は
、
個
人
住
民
税
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。
個
人
住
民
税
に
つ
い

て
は
、
平
成
二
十
一
年
か
ら
平
成
二
十
五
年
ま
で
の
間
に
住
宅
の
取
得
等

を
し
て
居
住
の
用
に
供
し
た
者
に
つ
い
て
所
得
税
額
か
ら
控
除
し
切
れ
な

か
っ
た
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
を
個
人
住
民
税
額
か
ら
控
除
す

る
新
た
な
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
上
場

株
式
等
の
配
当
等
及
び
譲
渡
所
得
等
に
係
る
税
率
を
軽
減
す
る
特
例
措
置

を
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。そ

の
二
は
、
不
動
産
取
得
税
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。
土
地
及
び
住
宅
の

取
得
に
係
る
税
率
を
本
則
四
％
か
ら
三
％
に
引
き
下
げ
る
措
置
を
平
成
二

十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
三
は
、
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。
平

成
二
十
一
年
度
の
評
価
が
え
に
当
た
り
、
引
き
続
き
土
地
に
係
る
負
担
調

整
措
置
等
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
条
例
に
よ
り
、
税
負
担
が
大
幅
に
増
加

す
る
住
宅
用
地
等
に
つ
い
て
税
額
の
上
昇
を
一
・
一
倍
ま
で
抑
制
で
き
る

制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
四
は
、
自
動
車
取
得
税
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。
電
気
自
動
車
や
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
等
の
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
新
車
の
取
得
に
つ
い

て
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
場
合
に
限
り
、
自

動
車
取
得
税
の
税
率
を
引
き
下
げ
る
等
の
特
例
措
置
を
拡
充
す
る
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
五
は
、
軽
油
引
取
税
等
の
一
般
財
源
化
に
関
す
る
改
正
で
あ
り
ま

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
六



す
。
自
動
車
取
得
税
及
び
軽
油
引
取
税
を
目
的
税
か
ら
普
通
税
に
改
め
、

使
途
制
限
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
地
方
道
路
譲
与
税
の
名
称
を
地
方
揮

発
油
譲
与
税
に
改
め
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
と
と
も

に
使
途
制
限
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
非
課
税
等
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
等
を
行
う
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

…
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…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
二
月
二
七
日
）

○
赤
松
正
雄
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

ま
ず
、
両
案
の
要
旨
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
個
人
住
民
税
に
お
け
る

新
た
な
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
創
設
、
上
場
株
式
等
の
配
当
・

譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
住
民
税
の
税
率
軽
減
措
置
の
延
長
、
環
境
へ
の

負
荷
の
少
な
い
新
車
の
取
得
に
係
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
軽
減
措
置
の

創
設
、
軽
油
引
取
税
、
自
動
車
取
得
税
等
の
一
般
財
源
化
等
所
要
の
措
置

を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
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…
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略
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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両
案
は
、
去
る
二
月
十
二
日
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
及
び
質
疑
が

行
わ
れ
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
同
月
二
十
四
日
鳩
山
総
務
大
臣
か
ら
提
案

理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
昨
二
十
六
日
及
び
本
日
質
疑
を
行
い
、
こ
れ
を

終
局
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
討
論
を
行
い
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
と

こ
ろ
、
両
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
委
員
会
に
お
い
て
、
地
方
税
財
政
基
盤
の
確
立
に
関
す
る
件
に

つ
い
て
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
決
議（
平
成
二
一
年
二
月
二
七
日
）

住
民
本
位
の
分
権
型
社
会
を
実
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
地
方
税
財
政

基
盤
を
確
立
す
る
た
め
、
政
府
は
次
の
諸
点
に
つ
い
て
措
置
す
べ
き
で

あ
る
。

一

現
下
の
厳
し
い
経
済
環
境
の
下
に
お
い
て
、
地
方
の
疲
弊
が
極
め

て
深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
方
交
付
税
に
つ
い
て

は
、
本
来
の
役
割
で
あ
る
財
政
調
整
機
能
と
財
源
保
障
機
能
が
十
分
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発
揮
で
き
る
よ
う
、
引
き
続
き
、
地
方
税
等
と
併
せ
地
方
公
共
団
体

の
安
定
的
な
財
政
運
営
に
必
要
な
総
額
の
充
実
確
保
を
図
る
と
と
も

に
、
法
定
率
の
引
上
げ
を
含
め
、
抜
本
的
な
見
直
し
を
検
討
す
る
こ

と
。

二

地
方
分
権
改
革
推
進
法
に
基
づ
く
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
財
政

上
の
措
置
の
在
り
方
等
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
の
参
画
の
機

会
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
地
方
分
権
改
革
推
進
計
画
の
作
成
に
当

た
っ
て
は
、
地
方
の
総
意
を
真
摯
に
踏
ま
え
、
地
域
の
実
情
を
十
分

反
映
し
た
も
の
と
す
る
よ
う
、
最
大
限
の
配
慮
を
払
い
、
新
た
な
地

方
分
権
一
括
法
の
早
期
制
定
を
目
指
す
こ
と
。

三

地
方
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
の
自
主
性
・
自
立
性
を
確
立
す

る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
間
の
格
差
是
正
を
図
る
観
点
に
立
っ

て
、
国
と
地
方
の
税
源
配
分
の
見
直
し
な
ど
を
通
じ
、
可
及
的
速
や

か
に
偏
在
度
が
小
さ
く
地
方
分
権
を
支
え
る
に
足
る
地
方
税
制
の
構

築
を
図
る
こ
と
。

四

巨
額
の
借
入
金
が
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
を
圧
迫
し
、
諸
施

策
の
実
施
を
制
約
し
か
ね
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
計

画
的
に
、
地
方
財
政
の
健
全
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
臨
時
財
政
対

策
債
を
は
じ
め
、
累
積
す
る
地
方
債
の
元
利
償
還
に
つ
い
て
は
、
将

来
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
万
全
の
財
源
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五

本
年
四
月
か
ら
の
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法

律
の
全
面
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
不
適
切
な
低
下
を
招
く
事
態
と
な
ら
な
い
よ
う
十
分
な

配
慮
に
努
め
る
こ
と
。

六

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
の
全
面
施
行
に

際
し
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
企
業
会
計
の
慣
行
を
参
考
と
し

た
地
方
公
会
計
の
整
備
の
促
進
を
図
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

三
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
三
月
二
七
日
）

○
内
藤
正
光
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。ま

ず
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
個
人
住
民
税
に

お
け
る
新
た
な
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
創
設
、
上
場
株
式
等
の

配
当
等
及
び
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
住
民
税
の
税
率
の
特
例
措
置
の
延

長
、
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
引
下
げ
措
置
の
延
長
、
平
成
二
十
一
年
度

評
価
替
え
に
伴
う
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
税
負
担

の
調
整
、
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
自
動
車
に
係
る
自
動
車
取
得
税
の
税

率
の
引
下
げ
等
の
特
例
措
置
の
拡
充
、
軽
油
引
取
税
等
の
一
般
財
源
化
等

を
行
う
と
と
も
に
、
非
課
税
等
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
等
を
行
お
う
と

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
八



す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
地
域

雇
用
創
出
推
進
費
の
創
設
趣
旨
及
び
そ
の
効
果
の
見
込
み
、
地
方
公
共
団

体
金
融
機
構
を
創
設
す
る
意
義
と
財
政
基
盤
の
確
立
、
税
制
抜
本
改
革
に

お
け
る
消
費
課
税
改
革
の
方
向
性
と
地
方
交
付
税
の
法
定
率
へ
の
影
響
、

地
方
財
政
の
現
状
を
踏
ま
え
た
地
方
財
政
計
画
の
各
歳
出
費
目
の
見
直

し
、
地
方
財
源
不
足
に
関
す
る
国
、
地
方
の
折
半
ル
ー
ル
の
廃
止
と
法
定

率
の
引
上
げ
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
経
営
破
綻
に
対
す
る
国
の
責
任
、
公
立

病
院
の
再
編
統
合
の
誘
導
が
地
域
医
療
の
崩
壊
を
招
く
懸
念
、
所
得
格
差

拡
大
の
中
で
証
券
優
遇
税
制
を
存
続
す
る
意
義
と
総
合
所
得
課
税
化
の
必

要
性
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
民
主
党
・
新
緑
風
会

・
国
民
新
・
日
本
を
代
表
し
て
行
田
邦
子
委
員
よ
り
反
対
、
自
由
民
主
党

及
び
公
明
党
を
代
表
し
て
二
之
湯
智
理
事
よ
り
賛
成
、
日
本
共
産
党
を
代

表
し
て
山
下
芳
生
委
員
よ
り
反
対
、
社
会
民
主
党
・
護
憲
連
合
を
代
表
し

て
又
市
征
治
委
員
よ
り
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。討

論
を
終
局
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
賛
成
少

数
を
も
っ
て
否
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

（
注
）
衆
議
院
は
、
平
成
二
一
年
三
月
二
七
日
、
憲
法
第
五
九
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
再
可
決
し
た
。

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
九


